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《
論
文
》

清
末
期
の
電
信
事
業

　
　

│
雲
南
省
に
お
け
る
電
信
建
設
と
そ
の
運
用
を
中
心
に

白　

鳥　
　

翔　

子

は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
中
国
近
代
の
交
通
史
研
究
に
つ
い
て
は
︑
と
く
に
鉄
道
に
重
き
が
置
か
れ
て
き
た
︒
そ
れ
は
清
朝
の
強
引
な
鉄
道
国
有
化
が
辛
亥

革
命
（
一
九
一
一
～
一
二
）
の
引
き
金
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
近
年
︑
徐
々
に
で
は
あ
る
が
︑
交
通
史
研
究
に
お
い
て
脇
役
と
も

い
う
べ
き
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
電
信
史
研
究
に
も
︑
注
目
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
（
（

︒

　

清
朝
の
電
信
事
業
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
︑
清
仏
戦
争
（
一
八
八
四
～
八
五
）
で
あ
る
︒
清
仏
戦
争
は
一
八
八
四
年
︑
越
南
（
現
在
の
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
）
の
﹁
保
護
権
﹂
を
め
ぐ
っ
て
︑
清
朝
と
フ
ラ
ン
ス
の
間
で
勃
発
し
た
︒
フ
ラ
ン
ス
側
の
主
戦
力
が
海
軍
で
あ
っ
た
た
め
︑
清
朝
は
フ

ラ
ン
ス
と
の
関
係
が
緊
張
し
て
き
た
こ
ろ
か
ら
沿
海
部
の
防
衛
強
化
を
進
め
て
い
っ
た
（
（
（

︒
こ
の
防
衛
強
化
の
一
環
と
し
て
︑
天
津
︱
上
海
間
の

よ
う
な
都
市
部
や
︑
沿
海
地
域
に
電
信
が
建
設
さ
れ
た
（
表
一
）︒

　

こ
う
し
た
中
国
近
代
に
お
け
る
電
信
史
研
究
で
は
︑
従
来
︑
国
家
統
合
に
果
た
し
た
役
割
が
強
調
さ
れ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
千
葉
正
史
は
︑

清
末
の
電
信
建
設
に
よ
っ
て
公
的
情
報
の
伝
達
体
制
が
再
編
さ
れ
た
こ
と
を
電
信
に
よ
る
﹁
国
家
統
合
﹂
と
表
現
し
て
い
る
（
（
（

︒
千
葉
の
研
究

は
︑
電
信
史
研
究
の
基
礎
を
築
い
た
と
い
う
点
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
一
方
で
︑
氏
の
研
究
に
つ
い
て
は
﹁
そ
の
最
大
の
問
題



　　お茶の水史学　65号　　74

点
は
︑
電
信
の
建
設
を
単
線
的
に
国
家
統
合
に
つ
な
げ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
本
書
に
よ
れ
ば
︑
電
信
の
一
元
化
が
な
さ
れ
た
一
九
一
一
年
は
︑

国
家
統
合
に
向
け
て
大
き
く
前
進
し
た
時
期
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
皮
肉
な
こ
と
に
同
年
を
画
期
に
清
朝
統
治
は
終
焉
を
迎
え
る
︒﹂
と
い
う
批

判
が
な
さ
れ
て
い
る
（
（
（

︒
こ
の
批
判
を
踏
ま
え
た
上
で
︑
小
論
で
は
清
末
か
ら
民
国
期
に
か
け
て
の
財
政
史
の
成
果
に
注
目
し
た
い
︒
こ
れ
ま
で

当
該
時
期
の
国
家
統
合
は
地
方
軍
の
台
頭
と
そ
れ
を
支
え
る
財
政
基
盤
︑
及
び
民
国
政
府
に
よ
る
地
方
軍
の
財
政
基
盤
の
回
収
と
い
う
視
点
か

ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
こ
う
し
た
視
点
か
ら
み
る
と
︑
清
末
の
電
信
建
設
は
地
方
に
ど
の
よ
う
な
経
済
的
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
が
ま
ず
問

わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

　

電
信
史
研
究
に
つ
い
て
は
︑
電
信
の
普
及
が
政
治
・
経
済
の
両
方
に
作
用
し
︑
一
定
の
効
果
を
得
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒
と
く

に
経
済
面
で
は
︑
近
年
︑
雲
南
省
に
大
き
な
発
展
を
も
た
ら
し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
（
（

︒
し
か
し
残
念
な
が
ら
︑
こ
れ
ら
は
雲
南
省
と
西

洋
の
国
際
貿
易
に
も
全
く
言
及
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
︑
清
仏
戦
争
期
の
国
防
に
関
わ
る
電
信
建
設
に
記
述
が
集
中
し
て
い
る
傾
向
は
否
め

な
い
︒

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
雲
南
省
に
お
け
る
電
信
の
商
業
運
用
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒
雲
南
省
は
︑
清
末
に
鉄
道
敷
設
と
錫
の
輸
出
に
よ
っ

表
一
．
清
朝
に
よ
る
電
信
建
設
（
千
葉
二
〇
〇
六
よ
り
筆
者
作
成
）

華
南
沿
海
部

一
八
八
四
年
︑
蘇
州
・
広
州
間
（
杭
州
・
福
州
・
厦
門
・
汕
頭
な
ど
を
経
由
）
が
全
線
開
通
︒
先
だ
っ
て
開
通
し

て
い
た
広
州
香
港
間
も
合
わ
せ
る
と
︑
香
港
・
広
州
・
上
海
・
天
津
を
つ
な
ぐ
電
信
の
直
通
が
実
現
︒

華
北
・
遼
東
沿
海
部

一
八
八
四
年
︑
天
津
・
山
海
間
が
︑
翌
年
︑
山
海
・
営
口
・
旅
順
間
と
営
口
・
奉
天
間
が
完
成
︒
同
時
期
に
山
東

省
煙
台
に
も
敷
設
さ
れ
た
︒

長
江
中
・
下
流
域

一
八
八
四
年
︑
長
江
に
面
す
る
呉
淞
・
江
陰
・
下
関
の
各
砲
台
に
い
た
る
電
信
線
を
建
設
︒
さ
ら
に
南
京
の
南
洋

大
臣
衙
門
へ
の
専
用
電
信
線
が
開
通
し
た
︒
中
流
域
で
も
南
京
よ
り
蕪
湖
・
九
江
を
経
由
し
て
漢
口
に
い
た
る

ル
ー
ト
が
建
設
さ
れ
た
︒
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て
大
き
な
経
済
発
展
を
遂
げ
た
（
（
（

︒
そ
の
結
果
︑
地
方
軍
と
し
て
台
頭
し
︑
清
滅
亡
後
の
第
三
革
命
（
一
九
一
五
年
︑
袁
世
凱
が
帝
政
を
復
活
し

た
こ
と
に
反
対
し
て
雲
南
省
の
蔡
鍔
ら
が
起
こ
し
た
武
装
蜂
起
）
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
経
済
発
展
に
電
信
が
関

わ
っ
て
い
れ
ば
︑
地
方
軍
の
財
政
基
盤
と
い
う
︑
近
代
中
国
を
考
え
る
上
で
不
可
欠
の
大
き
な
視
点
か
ら
も
︑
新
た
に
電
信
を
位
置
づ
け
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

第
一
節　

雲
南
の
電
信
建
設

　

雲
南
の
電
信
建
設
は
︑
一
八
八
五
年
か
ら
始
ま
り
一
九
一
一
年
に
全
線
が
開
通
し
た
︒
清
末
の
雲
南
は
外
国
勢
力
の
進
出
と
鉄
道
整
備
に
よ

り
︑
商
業
的
に
大
き
く
発
展
し
た
と
説
明
さ
れ
る
︒
電
信
は
そ
の
発
展
の
な
か
に
お
い
て
積
極
的
に
利
用
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
建
設
当
初

の
段
階
で
は
︑
雲
南
に
は
公
式
に
認
め
ら
れ
た
海
外
諸
国
の
拠
点
は
無
く
（
（
（

︑
鉄
道
も
敷
設
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
雲
南
で
は
電
信
建

設
が
先
立
っ
て
行
わ
れ
︑
後
の
経
済
発
展
に
う
ま
く
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

　

雲
南
の
電
信
建
設
に
は
︑
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
︒
そ
の
一
は
︑
建
設
ル
ー
ト
が
商
業
利
用
を
見
据
え
て
設
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
二

は
︑
建
設
資
金
の
調
達
に
お
い
て
︑
地
方
が
主
体
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
以
下
で
は
︑
こ
の
二
つ
の
特
徴
に
つ
い
て
時
系
列
を

追
い
な
が
ら
見
て
み
た
い
︒

（
一
）
雲
南
の
近
代

　

近
代
の
雲
南
は
︑
国
際
市
場
と
の
む
す
び
つ
き
を
強
め
な
が
ら
経
済
成
長
を
遂
げ
て
い
た
︒
列
強
諸
国
の
中
国
進
出
は
一
九
世
紀
末
か
ら
二

〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
大
き
く
進
み
︑
そ
れ
は
雲
南
に
も
大
き
く
影
響
し
た
︒
当
時
︑
イ
ギ
リ
ス
は
ビ
ル
マ
を
︑
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ン
ド
シ
ナ
を

植
民
地
と
し
︑
国
境
が
隣
接
す
る
雲
南
省
の
利
権
（
地
下
資
源
と
通
商
路
）
を
巡
っ
て
対
立
し
て
い
た
︒
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イ
ギ
リ
ス
は
一
八
七
五
年
か
ら
ビ
ル
マ
︱
中
国
内
陸
部
間
の
通
商
ル
ー
ト
確
立
を
目
論
み
︑
探
検
隊
を
結
成
し
て
調
査
を
行
っ
て
い
た
︒
一

八
七
六
年
︑
調
査
団
通
訳
マ
ー
ガ
リ
ー
ら
五
名
が
雲
南
省
蛮
耗
で
現
地
住
民
に
殺
害
さ
れ
た
こ
と
（
マ
ー
ガ
リ
ー
事
件
）
を
口
実
に
︑
清
朝
と

芝
罘
条
約
（
（
（

を
締
結
し
た
︒
イ
ギ
リ
ス
は
こ
れ
に
よ
り
雲
南
︱
ビ
ル
マ
間
の
国
境
貿
易
の
権
利
を
獲
得
し
︑
一
八
八
六
年
に
は
ビ
ル
マ
を
併
合
し

て
清
朝
と
の
あ
い
だ
の
朝
貢
関
係
を
事
実
上
消
滅
さ
せ
た
（
（
（

︒
イ
ギ
リ
ス
は
一
八
九
七
年
二
月
に
﹁
滇
緬
界
務
・
商
務
続
議
附
款
﹂
を
有
利
な
条

件
で
締
結
し
︑
中
国
と
の
国
境
を
一
応
画
定
さ
せ
た
（
（1
（

︒
ま
た
こ
の
と
き
イ
ギ
リ
ス
は
︑
雲
南
で
の
鉄
道
敷
設
権
を
清
朝
に
認
め
さ
せ
︑
ビ
ル
マ

の
鉄
道
を
延
長
し
︑
雲
南
へ
の
進
出
を
計
画
し
た
︒
そ
し
て
騰
越
を
通
商
市
場
と
し
て
開
放
す
る
こ
と
を
承
認
さ
せ
た
（
開
市
場
と
い
い
︑
外

国
の
領
事
館
や
税
関
が
置
か
れ
る
（
（（
（

）︒

　

フ
ラ
ン
ス
も
清
仏
戦
争
の
結
果
結
ば
れ
た
天
津
条
約
で
清
朝
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
対
す
る
宗
主
権
を
解
消
さ
せ
た
（
（1
（

︒
フ
ラ
ン
ス
は
一
八
八
七
年

の
﹁
続
議
界
務
・
商
務
専
条
（
コ
ン
ス
タ
ン
条
約
）﹂
に
よ
り
蒙
自
に
︑
つ
い
で
一
八
九
五
年
の
附
章
に
よ
り
思
茅
に
海
関
を
開
く
こ
と
︑
関

税
に
つ
い
て
は
︑
輸
入
税
を
三
割
︑
輸
出
税
を
四
割
減
ら
す
こ
と
を
清
朝
に
承
認
さ
せ
た
︒
こ
う
し
て
一
八
八
九
年
に
蒙
自
が
︑
一
八
九
七
年

に
思
茅
が
通
商
市
場
と
し
て
開
放
さ
れ
た
（
（1
（

︒
一
九
〇
三
年
︑
フ
ラ
ン
ス
は
イ
ン
ド
シ
ナ
と
雲
南
を
む
す
ぶ
滇
越
鉄
道
の
建
設
を
計
画
し
︑
清
朝

と
滇
越
鉄
道
協
定
を
結
ん
で
鉄
道
敷
設
権
を
得
た
︒
滇
越
鉄
道
は
︑
中
越
国
境
の
街
︑
老
開
（
ラ
オ
カ
イ
）
か
ら
雲
南
省
の
昆
明
ま
で
の
全
長

四
六
九
㎞
に
及
び
︑
一
九
一
〇
年
に
よ
う
や
く
完
成
し
た
（
（1
（

︒
こ
の
滇
越
鉄
道
の
開
通
が
︑
雲
南
の
経
済
発
展
の
大
き
な
画
期
で
あ
っ
た
︒
従

来
︑
外
国
貿
易
が
可
能
な
港
ま
で
陸
路
と
水
路
を
合
わ
せ
て
二
〇
日
間
か
か
っ
て
い
た
輸
送
期
間
が
一
挙
に
四
日
間
に
短
縮
さ
れ
︑
大
量
輸
送

が
可
能
と
な
り
大
き
な
効
果
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
（
（1
（

︒

　

こ
こ
で
通
商
地
と
し
て
開
放
さ
れ
た
蒙
自
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
蒙
自
は
滇
越
鉄
道
の
開
通
以
前
︑
阿
迷
・
隆
安
・
箇
旧
・
蛮
耗
・
昆
明

等
に
通
じ
る
商
路
の
要
衝
で
あ
っ
た
︒
と
く
に
箇
旧
は
当
時
世
界
第
四
位
の
錫
産
出
量
を
誇
り
︑
鉱
山
業
が
発
展
し
た
都
市
で
︑
蒙
自
が
こ
の

よ
う
な
消
費
市
場
の
都
市
と
通
じ
る
交
通
の
要
衝
で
あ
る
こ
と
は
︑
非
常
に
大
き
な
商
業
的
利
点
で
あ
っ
た
︒
ま
た
蒙
自
は
輸
出
入
貨
物
が
多

く
集
ま
る
地
で
︑
付
近
市
場
へ
の
分
配
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
た
︒
さ
ら
に
一
八
八
九
年
︑
通
商
市
場
と
し
て
開
放
さ
れ
た
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こ
と
で
︑
紅
河
を
経
て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
（
当
時
は
フ

ラ
ン
ス
領
イ
ン
ド
シ
ナ
の
一
部
）
の
海
港
ハ
イ

フ
ォ
ン
に
つ
な
が
る
新
た
な
通
商
ル
ー
ト
の
一
翼

を
担
っ
た
（
（1
（

︒
こ
れ
に
よ
っ
て
広
西
省
百
色
か
ら
香

港
を
経
由
し
て
い
た
従
来
の
ル
ー
ト
に
比
べ
輸
送

コ
ス
ト
が
半
減
し
︑
対
外
貿
易
は
年
々
拡
大
を
続

け
る
よ
う
に
な
っ
た
（
（1
（

︒
加
え
て
蒙
自
に
は
フ
ラ
ン

ス
租
界
も
存
在
し
︑
フ
ラ
ン
ス
人
官
僚
の
家
族
や

使
用
人
が
暮
ら
し
て
い
た
︒
輸
入
品
は
︑
主
に
イ

ギ
リ
ス
︑
フ
ラ
ン
ス
︑
日
本
︑
ア
メ
リ
カ
か
ら
の

商
品
で
︑
そ
の
多
く
は
紅
河
か
ら
香
港
を
経
由
し

て
運
ば
れ
た
︒
一
方
︑
輸
出
品
は
錫
及
び
阿
片
が

そ
の
大
部
分
を
占
め
︑
阿
片
は
年
々
減
少
し
て
い

く
が
︑
錫
は
一
九
〇
八
年
の
七
六
〇
〇
〇
担
か
ら

一
九
一
一
年
の
九
六
〇
〇
〇
担
に
ま
で
増
加
し

た
︒

　

蒙
自
に
電
報
局
が
置
か
れ
た
一
八
八
七
年
は
︑

こ
れ
か
ら
市
場
開
放
を
迎
え
︑
通
商
の
要
地
と
し

て
ま
す
ま
す
発
展
せ
ん
と
す
る
時
期
に
あ
た
っ
て

雲南省地図（主要都市のみ抜粋）
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い
た
︒
そ
し
て
雲
南
電
線
に
お
け
る
建
設
ル
ー
ト
の
終
点
は
︑
省
都
で
あ
る
昆
明
で
は
な
く
蒙
自
と
な
っ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
雲
南
電
線
の

ル
ー
ト
は
︑
蒙
自
の
経
済
発
展
に
期
待
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
単
に
政
治
だ
け
で
な
く
商
業
に
も
利
用
さ
れ
る

こ
と
を
想
定
し
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
次
に
こ
の
雲
南
電
線
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
︑
中
央
と
地
方
の
間
で
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
た

の
か
を
見
て
み
た
い
︒

（
二
）
建
設
の
方
針

　

雲
南
の
電
信
建
設
の
概
要
は
千
葉
が
︑﹁
南
寧
︱
昆
明
間
は
一
〇
日
か
ら
一
三
日
を
要
し
︑
︙
︙
こ
う
し
た
状
況
を
解
消
す
べ
く
︑
岑
（
毓

英
）
は
光
緒
一
一
（
一
八
八
五
）
年
六
月
に
上
奏
し
︑
昆
明
に
電
信
建
設
を
求
め
た
﹂
の
ち
︑﹁
漢
口
よ
り
四
川
・
貴
州
経
由
で
昆
明
に
至

り
︑
さ
ら
に
雲
南
省
南
部
の
蒙
自
に
達
す
る
ル
ー
ト
で
建
設
さ
れ
﹂
た
︑
と
説
明
し
て
い
る
（
（1
（

︒
し
か
し
︑
史
料
を
確
認
す
る
と
︑﹁
昆
明
﹂
の

部
分
は
﹁
蒙
自
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
よ
っ
て
以
下
で
は
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
史
料
を
も
う
一
度
精
査
し
た
上
で
︑
雲
南
の
電
信
建
設
に

つ
い
て
述
べ
る
︒

　

雲
南
の
電
信
建
設
は
︑
一
八
八
五
年
︑
雲
貴
総
督
岑
毓
英
が
建
設
を
提
議
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
︒
当
時
の
雲
南
の
情
報
伝
達
は
︑
そ
の
峻

険
な
地
形
の
た
め
に
非
常
に
時
間
を
要
し
て
い
た
︒
電
信
が
開
通
す
る
前
︑
雲
南
か
ら
の
文
書
の
伝
達
状
況
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
︒

思
う
に
︑
雲
南
蒙
自
県
よ
り
広
西
・
南
寧
府
に
い
た
る
ま
で
︑
そ
の
道
中
に
は
三
二
の
駅
が
あ
る
︒
山
道
は
険
し
く
︑
馬
で
進
む
こ
と
は

で
き
ず
︑
健
夫
が
駅
伝
を
担
っ
て
も
︑
早
く
て
一
〇
日
を
要
す
る
︒
途
中
天
候
不
良
に
よ
っ
て
遅
れ
る
と
一
二
︑
三
日
か
か
る
︒
南
寧
か

ら
粤
東
に
電
報
を
送
る
と
一
日
︑
粤
東
か
ら
北
京
に
電
報
を
送
る
と
こ
ち
ら
も
一
日
か
か
る
︒
早
く
見
積
も
っ
て
も
︑
往
復
に
二
四
日
か

か
る
︒
遅
く
て
一
か
月
は
か
か
る
（
（1
（

︒

（
査
由
雲
南
蒙
自
県
至
広
西
南
寧
府
︑
路
程
三
十
二
站
︒
山
徑
崎
嶇
︑
馬
不
能
馳
︑
由
健
夫
駅
逓
︑
至
速
亦
須
十
日
︒
途
遇
風
雨
阻
滞
︑
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往
往
十
二
・
三
日
始
達
︒
由
南
寧
転
電
粤
東
︑
計
一
日
︑
由
粤
東
転
電
京
都
︑
計
一
日
︒
従
速
計
算
︑
来
往
共
須
二
十
四
日
︒
遅
則
必
須

一
月
之
期
︒）

　

岑
毓
英
は
こ
の
状
況
を
受
け
︑﹁（
雲
南
の
）
蒙
自
と
広
西
・
南
寧
府
で
の
駅
伝
が
遅
滞
す
る
た
め
︑
電
線
を
設
置
し
て
ほ
し
い
︒（
由
蒙
自

至
広
西
南
寧
︑
駅
逓
遅
滞
︒
請
飭
籌
設
電
線
（
11
（

︒）﹂
と
総
理
衙
門
に
要
請
し
た
︒
ま
た
他
省
か
ら
も
﹁
電
線
が
漢
口
ま
で
し
か
敷
か
れ
て
い
な
い

た
め
︑
武
昌
省
城
と
長
江
で
隔
て
ら
れ
︑
緊
要
の
電
報
が
あ
っ
た
場
合
︑
悪
天
候
の
た
び
に
速
や
か
に
伝
達
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
り
︑
す

で
に
遅
達
が
懸
念
さ
れ
︑
と
り
わ
け
（
情
報
の
）
漏
洩
が
心
配
さ
れ
て
お
り
︑
明
ら
か
に
綿
密
さ
が
不
足
し
て
い
る
︒（
又
長
江
通
楚
電
綫
僅

至
漢
口
為
止
︑
與
武
昌
省
城
中
隔
大
江
︑
遇
有
事
緊
要
電
報
︑
毎
値
風
雨
不
能
速
達
︑
既
慮
稽
遅
︑
尤
恐
洩
漏
︑
不
足
以
昭
慎
密
（
1（
（

︒）﹂
と
指
摘

が
あ
っ
た
︒
総
理
衙
門
か
ら
軍
機
処
に
電
信
建
設
の
要
請
が
伝
え
ら
れ
︑
軍
機
処
も
雲
南
の
情
報
伝
達
に
つ
い
て
は
︑
改
善
す
べ
き
課
題
と
し

て
捉
え
て
い
た
（
11
（

︒

　

一
八
八
七
年
か
ら
蒙
自
が
通
商
市
場
と
し
て
開
放
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
︑
そ
れ
に
合
わ
せ
て
よ
り
速
い
情
報
伝
達
手
段
︑
す
な
わ
ち
電
信
が

必
要
と
さ
れ
て
い
た
（
11
（

︒
そ
こ
で
の
課
題
は
︑
ど
の
地
域
に
電
信
を
建
設
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
軍
機
処
は
﹁
広
西
の
南
寧
よ
り
陸

線
を
建
設
し
雲
南
に
い
た
る
べ
き
か
︑
あ
る
い
は
湖
南
に
（
電
信
を
）
建
設
し
貴
州
に
い
た
り
雲
南
に
達
す
る
べ
き
か
︒（
可
否
由
広
西
南
寧

接
設
干
電
線
直
至
雲
南
︑
或
在
湖
南
接
設
至
貴
州
以
達
雲
南
︒）﹂
と
岑
毓
英
に
下
問
し
た
（
11
（

︒
岑
毓
英
は
電
信
の
商
業
的
利
用
を
見
据
え
た
ル
ー

ト
を
選
択
す
べ
き
で
あ
る
と
回
答
し
た
︒
そ
し
て
選
択
さ
れ
た
の
が
︑
四
川
よ
り
昆
明
に
入
り
蒙
自
を
終
点
と
す
る
ル
ー
ト
で
あ
っ
た
︒
そ
の

理
由
が
︑
李
鴻
章
に
よ
っ
て
左
記
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

広
西
の
南
寧
よ
り
蒙
自
に
い
た
る
電
信
ル
ー
ト
は
︑
︙
︙
百
色
を
過
ぎ
る
と
建
設
資
材
を
運
ぶ
こ
と
が
難
し
く
︑
一
里
ご
と
に
約
銀
一
〇

〇
両
の
費
用
が
か
か
り
︑
計
三
〇
余
万
ほ
ど
必
要
で
あ
る
︒
か
つ
辺
鄙
な
場
所
な
の
で
︑
商
業
で
の
電
信
利
用
が
無
く
︑
電
信
の
建
設
︑
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維
持
の
費
用
は
官
費
で
ま
か
な
わ
な
く
て
は
な
ら
ず
︑
採
算
が
取
れ
な
い
︒
も
し
鄂
線
（
湖
北
の
電
信
）
に
接
続
す
れ
ば
︑
四
川
か
ら
昆

明
に
入
り
︑
蒙
自
に
至
る
ま
で
の
五
千
数
百
里
の
間
に
あ
る
︑
沙
市
・
宜
昌
・
虁
州
・
重
慶
・
瀘
州
・
成
都
等
の
地
域
は
︑
商
業
が
盛
ん

で
︑
商
報
も
多
い
た
め
︑
電
信
の
費
用
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
︒
く
わ
え
て
木
材
の
調
達
も
容
易
で
あ
る
︒
天
津
・
南
京
・
福
建
・
広

東
の
電
信
建
設
プ
ラ
ン
を
援
用
し
︑
四
川
か
ら
一
〇
万
︑
湖
北
か
ら
五
万
の
借
金
を
し
︑
分
年
で
返
済
し
︑
不
足
の
資
金
や
通
常
の
経
費

は
︑
民
間
資
金
か
ら
調
達
す
べ
き
で
あ
る
︒
雲
南
に
入
っ
て
か
ら
蒙
自
ま
で
の
二
千
里
余
り
は
官
線
と
し
︑（
こ
れ
を
）
雲
南
省
で
工
面

す
る
の
は
難
し
い
（
11
（

︒

（
滇
綫
由
広
西
南
寧
接
造
至
蒙
自
︑
︙
︙
過
百
色
即
難
運
料
︑
毎
里
約
工
料
銀
一
百
両
︑
需
款
三
十
餘
萬
︒
且
係
邊
荒
僻
境
︑
商
報
絶

無
︑
常
年
設
局
︑
修
守
之
費
︑
須
由
官
籌
︑
甚
不
合
算
︒
倘
改
接
鄂
綫
︑
由
川
入
滇
︑
至
蒙
自
五
千
數
百
里
︑
其
間
如
沙
市
・
宜
昌
・
虁

州
・
重
慶
・
瀘
州
・
成
都
等
處
︑
生
意
繁
盛
︑
商
報
較
多
︑
可
資
養
綫
経
費
︒
沿
途
木
料
亦
易
辦
理
︒
擬
請
援
津
・
寧
・
閩
・
粤
造
綫
成

案
︑
由
四
川
借
款
十
万
︑
湖
北
五
万
︑
俟
分
年
繳
還
︑
其
不
敷
綫
本
及
常
年
用
費
︑
可
由
商
局
自
籌
︒
其
入
滇
境
至
蒙
自
二
千
余
里
作
為

官
綫
︑
滇
省
力
難
籌
措
︒）

　

こ
こ
で
い
う
﹁
天
津
・
南
京
・
福
建
・
広
東
の
電
信
建
設
プ
ラ
ン
を
援
用
﹂
と
は
︑
政
府
資
金
で
建
設
し
︑
民
間
資
金
で
返
済
す
る
と
い
う

資
金
調
達
の
方
法
を
指
す
（
11
（

︒
こ
の
よ
う
に
雲
南
電
線
で
は
︑
こ
れ
ま
で
の
駅
伝
制
と
は
異
な
る
ル
ー
ト
が
選
択
さ
れ
た
︒
な
お
四
川
︱
蒙
自

ル
ー
ト
の
選
定
は
商
業
だ
け
で
な
く
︑
軍
事
的
意
義
も
持
っ
て
い
た
︒
李
鴻
章
は
﹁
蒙
自
一
帯
の
辺
防
（
国
境
警
備
）
と
通
商
市
場
の
開
放

は
︑
電
信
に
よ
る
速
や
か
な
情
報
伝
達
が
あ
っ
て
︑
初
め
て
事
態
に
誤
り
の
無
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
四
川
に
て
兵
糧
・
兵
士
を
調

達
す
る
こ
と
は
緊
要
の
政
務
で
あ
る
︒﹂
と
し
︑
電
信
の
利
用
が
緊
急
事
態
に
資
す
る
と
主
張
し
た
（
11
（

︒

（
三
）
建
設
費
の
調
達
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雲
南
電
線
が
湖
北
・
四
川
を
経
由
す
る
ル
ー
ト
に
決
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
次
に
資
金
の
調
達
が
課
題
と
し
て
挙
が
っ
た
︒
借
入
先
の
四

川
省
で
も
﹁
こ
と
は
三
省
（
湖
北
・
四
川
・
雲
南
）
の
電
線
の
緊
要
性
に
関
わ
る
大
事
で
あ
る
た
め
︑
四
川
の
財
政
欠
乏
な
ど
問
題
に
な
ら
な

い
︒（
事
関
三
省
電
線
要
需
︑
無
論
川
庫
如
何
竭
蹶
（
11
（

︒）﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
雲
南
電
線
の
重
要
性
は
強
く
認
識
さ
れ
て
い
た
︒
さ

ら
に
雲
貴
総
督
岑
毓
英
は
︑
雲
南
電
線
の
建
設
費
と
し
て
︑
上
海
の
海
関
（
滬
関
）
に
あ
る
出
使
経
費
の
余
剰
金
か
ら
銀
一
六
︑
七
万
両
ほ
ど

分
配
す
る
こ
と
を
要
請
し
︑
工
事
が
終
わ
れ
ば
成
果
に
も
と
づ
い
て
清
算
す
る
と
し
た
（
11
（

︒
そ
の
結
果
︑
上
海
海
関
か
ら
の
出
資
金
は
一
七
万
両

と
確
定
し
（
11
（

︑
一
八
八
六
年
一
二
月
に
漢
口
︱
成
都
間
が
︑
一
八
八
七
年
三
月
に
瀘
州
︱
蒙
自
間
が
完
成
し
た
︒
さ
ら
に
同
年
五
月
︑
貴
州
の
省

都
で
あ
る
貴
陽
に
も
電
線
が
延
長
さ
れ
︑
畢
節
で
分
岐
す
る
ル
ー
ト
が
完
成
し
た
（
1（
（

︒

　

雲
南
電
線
に
は
一
八
の
分
局
が
置
か
れ
︑
そ
の
う
ち
最
も
距
離
の
長
い
の
が
南
路
で
あ
っ
た
︒
東
路
は
北
京
に
向
か
っ
て
伸
び
る
も
の
で
主

要
都
市
に
電
線
が
引
か
れ
た
︒
反
対
に
西
路
と
南
路
は
国
外
に
向
け
て
電
線
が
引
か
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
商
業
利
用
を
見
据
え
て
延
線
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

こ
の
電
信
建
設
に
つ
い
て
は
︑
雲
南
省
で
不
足
し
た
建
設
費
を
他
省
の
支
出
で
補
充
し
た
︒
沿
海
部
で
の
電
信
建
設
は
中
央
政
府
が
主
体
的

な
役
割
を
果
た
し
︑
建
設
費
に
つ
い
て
の
議
論
は
あ
ま
り
な
さ
れ
な
か
っ
た
（
11
（

︒
一
方
︑
雲
南
電
線
で
は
建
設
費
が
綿
密
に
議
論
さ
れ
て
お
り
︑

資
金
不
足
の
解
決
に
あ
た
っ
て
︑
四
川
・
湖
北
か
ら
の
借
り
入
れ
が
行
わ
れ
た
（
11
（

︒
こ
の
よ
う
な
事
例
は
雲
南
電
線
建
設
以
前
に
も
散
見
さ
れ
︑

民
間
の
出
資
金
が
集
ま
り
に
く
い
場
所
で
と
ら
れ
た
措
置
と
考
え
ら
れ
る
（
11
（

︒

　

加
え
て
︑
電
報
総
局
が
建
設
を
分
担
し
て
い
た
こ
と
も
︑
こ
の
電
信
建
設
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
︒
と
く
に
電
報
総
局
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
盛

宣
懐
の
影
響
は
大
き
く
︑
電
信
に
関
連
す
る
事
業
は
彼
の
も
と
に
集
ま
っ
て
い
た
︒
借
入
金
も
四
川
・
湖
北
か
ら
電
報
総
局
に
プ
ー
ル
さ
れ
た

の
ち
︑
必
要
箇
所
に
分
配
す
る
方
法
を
と
っ
て
お
り
（
11
（

︑
事
業
の
主
体
は
電
報
総
局
で
あ
っ
た
と
言
え
る
︒

　

そ
の
後
も
雲
南
電
線
は
一
八
八
八
年
︑
蒙
自
よ
り
省
東
部
の
剥
隘
に
延
長
さ
れ
て
広
西
省
の
電
線
と
接
続
し
た
の
を
は
じ
め
︑
一
八
八
九
年

の
昆
明
︱
騰
越
線
（
11
（

（
全
長
一
〇
四
七
里
︑
建
設
費
一
三
七
〇
七
両
）
や
一
八
九
〇
年
の
蒙
自
︱
紅
河
線
（
計
二
九
六
里
︑
建
設
費
二
〇
〇
〇
〇
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両
）
な
ど
支
線
も
次
々
と
建
設
さ
れ
た
（
11
（

︒
こ
う
し
て
建
設
さ
れ
た
雲
南
省
内
の
電
線
は
計
六
七
七
五
支
里
と
な
っ
た
（
11
（

︒

第
二
節　

電
信
費
用
の
改
定
と
雲
南
の
経
済
発
展

　

一
八
八
〇
年
以
降
︑
電
信
が
各
省
に
設
立
さ
れ
︑
続
々
と
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
効
果
の
ほ
ど
は
︑﹁
私
が
考
え
る
に
中
国
が

電
信
を
設
立
し
︑
南
洋
・
北
洋
大
臣
の
情
報
伝
達
が
迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
︑
実
に
軍
務
・
洋
務
に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
︒（
臣
査
中
国
創
辦
電
報
︑
南
北
洋
消
息
往
来
瞬
息
互
答
︑
実
於
軍
務
・
洋
務
大
有
裨
助
（
11
（

︒）﹂
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
︑
非
常
に
大
き

な
も
の
で
あ
っ
た
︒
で
は
︑
電
信
利
用
に
あ
た
っ
て
の
費
用
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　

一
八
八
二
年
︑
電
報
は
送
信
内
容
の
重
要
度
に
よ
っ
て
第
一
等
か
ら
第
四
等
ま
で
に
ラ
ン
ク
分
け
さ
れ
︑
送
信
の
優
先
度
も
第
一
等
か
ら
順

に
つ
け
ら
れ
た
（
11
（

︒
第
一
等
は
総
理
衙
門
や
督
撫
な
ど
上
位
の
官
僚
が
送
る
電
報
︑
第
二
等
は
各
電
報
局
同
士
が
連
絡
に
用
い
る
電
報
︑
第
三
等

は
手
数
料
を
加
算
し
た
電
報
︑
第
四
等
は
普
通
（
商
業
用
）
電
報
（
以
下
︑
商
報
と
い
う
）
で
あ
る
（
1（
（

︒
一
八
八
七
年
︑
戸
部
は
官
吏
の
電
信
の

利
用
料
金
が
差
し
引
か
れ
て
い
る
こ
と
︑
そ
の
予
算
に
北
洋
経
費
（
北
洋
大
臣
の
管
轄
地
域
の
予
算
）
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
（
11
（

︒

　
﹁
第
一
等
﹂
の
範
囲
は
︑
軍
機
処
・
総
理
衙
門
・
各
省
督
撫
・
出
使
各
国
大
臣
（
外
交
官
）
の
洋
務
・
軍
務
の
情
報
に
設
定
さ
れ
た
︒
よ
っ

て
一
部
の
官
に
よ
る
電
報
は
利
用
料
金
が
優
遇
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
が
原
因
で
官
報
の
送
信
数
と
そ
れ
に
伴
う
費
用
の
急
増
を
招
き
︑
運
営
に
支

障
を
き
た
し
て
い
た
（
11
（

︒

　

こ
う
し
た
電
報
費
用
の
急
増
は
︑
電
報
局
の
謝
家
福
ら
に
漢
字
一
文
字
あ
た
り
の
電
信
費
用
の
高
額
さ
を
抑
え
る
よ
う
に
指
摘
さ
せ
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
（
11
（

︒
李
鴻
章
は
︑
官
報
が
価
格
や
送
信
順
で
優
遇
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
︑
そ
の
取
り
扱
い
数
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
ま
た

送
信
さ
れ
る
内
容
は
︑
通
常
の
文
書
と
同
じ
く
格
式
が
そ
ろ
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
︑
字
数
の
増
加
に
伴
う
価
格
高
騰
の
補
填
を
官
費

よ
り
行
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
第
四
等
で
あ
る
商
報
は
︑
常
に
後
回
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
電
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報
局
の
収
益
が
上
が
ら
ず
︑
電
信
経
営
は
赤
字
と
な
っ
た
︒

　

ま
た
李
鴻
章
は
電
信
の
利
益
が
洋
商
に
渡
る
こ
と
を
懸
念
し
︑﹁
上
海
・
福
州
・
廈
門
・
香
港
の
四
口
の
電
報
の
往
来
は
︑
も
と
よ
り
他
と

比
べ
て
多
い
︒
光
緒
一
二
年
分
を
計
算
す
る
と
︑
電
報
局
は
僅
か
商
報
費
用
と
し
て
銀
二
万
三
千
余
円
を
得
た
の
み
で
あ
り
︑（
一
方
）
イ
ギ

リ
ス
・
デ
ン
マ
ー
ク
の
海
線
に
流
入
し
た
額
は
洋
銀
一
二
万
五
千
余
円
で
あ
る
︒
こ
れ
は
中
国
の
電
報
局
の
利
益
と
す
べ
き
だ
が
︑
洋
商
の
得

る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
︒（
即
如
上
海
・
福
州
・
廈
門
・
香
港
四
口
往
来
電
報
︑
本
較
各
口
為
多
︒
茲
就
光
緒
十
二
年
分
核
計
︑
該
局
僅
有

商
報
費
洋
銀
二
万
三
千
余
円
︒
其
流
入
英
丹
海
線
伝
逓
者
則
有
洋
銀
十
二
万
五
千
余
円
︑
此
本
華
局
可
沾
之
利
︑
乃
為
洋
商
所
得
（
11
（

︒）﹂
と
述
べ

て
い
る
︒

　

さ
ら
に
李
鴻
章
は
﹁
加
え
て
電
柱
が
屋
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
こ
れ
が
劣
化
す
る
に
し
た
が
っ
て
︑
毎
年
修
繕
費
が
数
万
金
も
必
要

に
な
る
︒（
加
以
電
桿
露
立
︑
枯
朽
隨
之
︑
逐
年
修
換
必
数
万
金
（
11
（

︒）﹂
と
述
べ
︑
電
信
の
維
持
費
に
も
相
当
の
費
用
が
か
か
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
彼
が
﹁
受
け
取
れ
る
商
報
費
に
は
限
界
が
あ
り
︑
損
失
を
招
い
て
し
ま
う
︒（
所
収
商
報
費
有
限
︑
実
属
賠
累
不

堪
（
11
（

︒）﹂
と
危
惧
す
る
通
り
︑
商
報
の
少
な
さ
が
電
信
運
営
の
課
題
と
し
て
挙
が
っ
て
い
た
︒
李
鴻
章
は
そ
の
解
決
策
と
し
て
︑
清
に
先
駆
け
て

電
信
を
使
用
し
て
い
た
日
本
と
西
洋
を
参
考
に
し
て
い
る
︒
彼
は
諸
外
国
で
は
商
人
こ
そ
電
信
運
営
の
要
で
あ
り
︑
商
人
の
利
益
が
多
く
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
（
11
（

︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
電
報
総
局
の
盛
宣
懐
と
協
議
し
た
結
果
︑
電
信
の
今
後
の
運
営
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う

に
定
め
ら
れ
た
︒

私
が
思
う
に
︑
電
報
局
の
経
費
は
本
来
商
報
の
代
金
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
各
省
の
官
報
が
非
常
に
多
く
煩
雑
で
︑
対
応
に
追
わ
れ
て

（
商
報
を
）
処
理
す
る
時
間
が
無
く
な
っ
た
結
果
︑
商
報
は
一
日
に
僅
か
と
な
り
︑
経
費
も
ま
か
な
え
な
く
な
っ
た
︒
商
人
た
ち
の
申
請

に
も
と
づ
き
︑
光
緒
一
一
年
に
各
省
に
通
知
し
た
件
︑
貴
下
に
す
で
に
申
し
送
り
あ
り
︒
︙
︙
担
当
の
道
員
は
京
師
と
各
地
方
の
第
一
等

の
電
信
代
金
の
う
ち
半
分
を
適
宜
負
担
さ
せ
る
よ
う
に
し
︑
も
う
半
分
を
商
報
の
利
益
よ
り
充
填
せ
ん
と
し
て
い
る
︒
提
鎮
司
道
以
下
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（
の
電
報
）
は
み
な
自
ら
出
費
を
負
担
さ
せ
︑
第
一
等
に
等
級
づ
け
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
︑
こ
の
方
法
で
な
け
れ
ば
制
限
を
示
す
こ
と

は
で
き
な
い
︒
思
う
に
代
金
を
負
担
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
︑
官
に
よ
る
電
報
は
お
の
ず
か
ら
少
な
く
な
る
︒
以
前
に
比
べ
て
官
費
を
節
減

す
る
こ
と
半
ば
を
過
ぎ
れ
ば
︑
国
家
に
裨
益
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
電
報
局
に
お
い
て
︑
官
に
よ
る
電
報
の
価
格
が
損
失
を
補
う
よ
う
に

な
れ
ば
︑
商
報
が
漸
増
し
︑
商
力
も
の
び
る
こ
と
を
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
（
11
（

︒

（
臣
査
電
局
経
費
本
指
商
報
現
資
︑
乃
各
省
官
報
冗
雑
太
甚
︑
応
接
不
暇
︑
以
致
商
報
日
稀
︑
経
費
無
出
︒
送
據
衆
商
呈
稟
︑
曾
於
光
緒

十
一
年
咨
行
各
省
有
案
︒
︙
︙
該
道
擬
京
外
衙
門
頭
等
官
報
酌
給
現
資
一
半
︑
以
一
半
由
商
報
効
︒
其
提
鎮
司
道
以
下
皆
自
行
出
費
︑
不

列
頭
等
︑
非
此
無
以
示
限
制
︒
蓋
既
須
現
資
︑
則
官
報
自
少
︒
従
前
抵
支
官
款
之
数
可
節
減
過
半
︑
於
公
家
不
無
裨
益
︒
在
電
局
藉
得
官

報
価
補
苴
︑
並
冀
商
報
漸
増
︑
稍
紓
商
力
︒）

　

こ
の
よ
う
に
電
報
の
む
や
み
な
使
用
を
回
避
す
る
た
め
︑
官
費
で
送
信
で
き
る
人
数
を
制
限
し
︑
肥
大
化
し
た
官
報
の
送
信
数
の
減
少
を
は

か
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
業
務
の
処
理
に
人
員
が
割
り
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
商
報
の
数
も
増
加
し
た
︒

　

最
後
に
商
報
の
増
加
が
︑
雲
南
の
経
済
発
展
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
雲
南
で
は
電
線
が
一
八
八
七
年
に
完
成
し
て
か
ら
︑

情
報
伝
達
の
速
度
が
格
段
に
向
上
し
た
︒
そ
れ
ま
で
蒙
自
か
ら
昆
明
へ
文
書
を
送
る
の
に
早
馬
で
一
〇
日
を
要
し
て
い
た
の
に
対
し
︑
電
信
で

は
一
日
で
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
一
八
九
九
年
時
点
で
︑
雲
南
省
内
の
電
報
局
は
あ
わ
せ
て
一
八
局
で
︑
電
線
の
距
離
は
合
わ

せ
て
四
五
四
〇
里
と
な
っ
た
（
11
（

︒
ま
た
通
信
費
は
他
省
の
電
信
に
な
ら
い
︑
第
一
等
（
軍
機
処
・
総
理
衙
門
・
各
省
督
撫
・
出
使
各
国
大
臣
（
外

交
官
）
の
洋
務
・
軍
務
の
情
報
）
の
も
の
は
費
用
の
面
で
優
遇
さ
れ
た
︒
た
だ
し
雲
南
省
は
北
京
や
天
津
な
ど
︑
政
治
の
中
心
地
と
の
距
離
が

遠
く
︑
他
よ
り
費
用
が
か
か
っ
た
（
1（
（

︒
そ
の
た
め
︑
商
報
の
重
要
性
が
高
く
な
り
積
極
的
に
商
業
利
用
が
推
奨
さ
れ
た
︒

　

一
八
八
八
年
︑
フ
ラ
ン
ス
が
独
自
に
建
設
し
た
陸
路
電
線
と
の
接
続
が
盛
宣
懐
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
︒
そ
の
目
的
と
し
て
︑
東
南
ア
ジ
ア

方
面
へ
の
電
信
利
用
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
︒
李
鴻
章
も
海
外
諸
国
の
電
信
が
か
ね
て
よ
り
商
業
利
用
の
利
益
で
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
例
に
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と
り
︑
中
国
も
外
国
と
電
線
を
接
続
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
表
明
し
た
︒
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
（
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
）
電
線
と
の
接
続
は
︑

翌
一
八
八
九
年
に
蒙
自
の
開
放
を
控
え
る
清
朝
に
と
っ
て
東
南
ア
ジ
ア
方
面
へ
の
有
効
な
経
済
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
期
待
で
き
る
も
の
で

あ
っ
た
︒

　

一
八
九
〇
年
︑
電
線
接
続
の
た
め
の
取
り
決
め
（
章
程
）
が
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
（
11
（

︒
章
程
の
第
二
款
で
は
︑
次
の
三
点
が
取
り

決
め
ら
れ
た
︒
①
ト
ン
キ
ン
（
ハ
ノ
イ
）
︱
ド
ン
ダ
ン
間
の
電
報
局
は
中
国
広
西
省
の
鎮
南
関
電
報
局
と
接
続
す
る
︒
②
ト
ン
キ
ン
︱
モ
ン
カ

イ
間
の
電
報
局
は
中
国
広
東
省
の
東
興
電
報
局
と
接
続
す
る
︒
③
ト
ン
キ
ン
︱
ラ
オ
カ
イ
間
の
電
報
局
は
中
国
雲
南
省
の
蒙
自
電
報
局
と
接
続

す
る
（
11
（

︒
と
く
に
③
の
電
信
事
業
に
関
連
し
て
︑
一
九
〇
二
年
︑
日
本
か
ら
人
類
学
調
査
の
た
め
に
西
南
中
国
を
訪
れ
た
鳥
居
龍
蔵
は
︑
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
︒

現
に
仏
領
ト
ン
キ
ン
か
ら
雲
南
府
に
通
ず
る
通
路
に
は
︑
仏
国
の
手
に
よ
っ
て
︑
電
信
・
郵
便
等
の
通
信
事
業
が
盛
ん
に
行
わ
れ
︑
そ
の

他
の
方
面
に
も
︑
仏
国
の
活
動
は
こ
れ
日
も
足
ら
ざ
る
の
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
（
11
（

︒

　

こ
う
し
て
﹁
辺
境
の
地
﹂
と
評
さ
れ
て
き
た
雲
南
は
︑
東
南
ア
ジ
ア
・
西
洋
列
強
と
の
貿
易
の
中
心
地
と
し
て
経
済
発
展
を
と
げ
た
︒
従
来

あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
と
き
を
同
じ
く
し
て
電
信
費
用
の
改
定
が
行
わ
れ
商
報
を
送
り
や
す
い
環
境
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
は
︑
そ
う

し
た
雲
南
の
経
済
発
展
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　

事
実
︑
時
代
は
下
る
が
︑
二
〇
世
紀
初
頭
の
雲
南
省
で
は
︑
貿
易
の
輸
出
入
額
が
と
も
に
増
加
し
て
い
る
︒
と
く
に
︑
雲
南
の
錫
業
は
一
九

一
九
︱
二
〇
年
に
か
け
て
香
港
錫
価
格
の
暴
落
で
打
撃
を
受
け
た
も
の
の
︑
一
九
二
六
年
に
龍
雲
政
権
下
で
の
箇
舊
錫
業
再
編
と
錫
業
近
代
化

に
よ
っ
て
︑
経
営
を
安
定
軌
道
に
乗
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
（
11
（

︒
で
は
電
信
の
状
況
は
ど
う
か
と
言
う
と
︑﹃
続
雲
南
通
志
長
編
﹄
に
よ
れ
ば
︑

例
え
ば
民
国
十
七
（
一
九
二
八
）
年
度
は
︑
収
支
の
差
額
が
お
よ
そ
十
一
万
元
の
黒
字
だ
っ
た
の
に
対
し
︑
民
国
二
十
（
一
九
三
一
）
年
度
で
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は
お
よ
そ
九
十
万
元
の
黒
字
と
な
っ
た
（
11
（

︒
こ
の
数
字
を
見
れ
ば
︑
電
信
が
雲
南
の
貿
易
拡
大
と
と
も
に
通
信
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
定
着
・
発
展
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

お
わ
り
に

　

小
論
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

①
蒙
自
に
電
報
局
が
置
か
れ
た
一
八
八
七
年
は
︑
雲
南
が
こ
れ
か
ら
市
場
開
放
を
迎
え
通
商
の
要
地
と
し
て
ま
す
ま
す
発
展
せ
ん
と
す
る
時
期

に
あ
た
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
雲
南
電
線
に
お
け
る
建
設
ル
ー
ト
の
終
点
は
︑
省
都
で
あ
る
昆
明
で
は
な
く
蒙
自
と
な
っ
て
い
た
︒
と
す
れ
ば
︑

雲
南
の
電
信
は
蒙
自
の
経
済
発
展
を
う
ま
く
取
り
込
も
う
と
し
て
建
設
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

②
雲
南
の
電
信
建
設
の
特
徴
は
︑
雲
南
省
で
不
足
し
た
建
設
費
を
他
省
の
支
出
で
補
充
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
雲
南
の
電
信
建
設
で
は
そ
の

費
用
が
綿
密
に
議
論
さ
れ
て
お
り
︑
資
金
不
足
の
解
決
に
あ
た
っ
て
四
川
・
湖
北
か
ら
の
借
り
入
れ
が
行
わ
れ
た
︒

③
﹁
辺
境
の
地
﹂
と
評
さ
れ
て
き
た
雲
南
は
︑
東
南
ア
ジ
ア
・
西
洋
列
強
と
の
貿
易
の
中
心
地
と
し
て
経
済
発
展
を
と
げ
た
︒
従
来
あ
ま
り
注

目
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
と
き
を
同
じ
く
し
て
電
信
費
用
の
改
定
が
行
わ
れ
商
報
を
送
り
や
す
い
環
境
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
は
︑
そ
う
し
た
雲
南

の
経
済
発
展
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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註（
1
）　

村
上
衛
﹁
第
一
章　

清
末
の
沿
海
経
済
史
﹂（
久
保
亨
編
﹃
中

国
経
済
史
入
門
﹄
二
二
頁
︑
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
二
）
に
︑

﹁
電
信
に
つ
い
て
は
︙
︙
や
は
り
研
究
は
少
な
く
︑
多
く
の
課
題
が

残
さ
れ
て
い
る
分
野
と
い
え
る
︒﹂
と
あ
る
︒

（
2
）　

望
月
直
人
﹁
秩
序
再
建
﹂
と
﹁
保
護
﹂

│
清
仏
戦
争
前
︑
フ

ラ
ン
ス
の
清
越
関
係
観
に
関
す
る
一
考
察
﹂﹃
東
ア
ジ
ア
近
代
史
﹄

第
一
五
号
︑
二
〇
一
二
︒

（
3
）　

千
葉
正
史
﹃
近
代
交
通
体
系
と
清
帝
国
の
変
貌
│
電
信
・
鉄
道

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
中
国
国
家
統
合
の
変
容
│
﹄
日
本
経
済
評

論
社
︑
二
〇
〇
六
︒

（
4
）　

萩
原
充
﹁
書
評
：
千
葉
正
史
著
﹃
近
代
交
通
体
系
と
清
帝
国
の

変
貌
│
電
信
・
鉄
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
と
中
国
国
家
統
合
の
変

容
│
﹄﹂﹃
社
会
経
済
史
学
﹄
第
七
三
巻
第
三
号
︑
二
〇
〇
七
︒

（
5
）　

曽
繁
花
﹁
中
法
戦
争
前
後
西
南
辺
境
地
区
電
報
興
協
述
評
﹂

﹃
重
慶
郵
電
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）﹄︑
二
六
巻
三
号
︑
二
〇
一

四
︒
車
轔
﹁
電
訊
与
雲
南
的
近
代
化
﹂﹃
重
慶
郵
電
大
学
学
報
（
社

会
科
学
版
）﹄
二
五
巻
五
号
︑
二
〇
一
三
︒

（
6
）　

武
内
房
司
﹁
近
代
雲
南
錫
業
の
展
開
と
イ
ン
ド
シ
ナ
﹂﹃
東
洋

文
化
研
究
﹄
第
五
号
︑
二
〇
〇
三
︒
久
保
亨
﹃
日
本
で
生
ま
れ
た
中

国
国
歌

│
﹁
義
勇
軍
行
進
曲
の
時
代
﹂﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
九
︒

（
7
）　

た
だ
し
︑
宣
教
師
な
ど
の
非
公
式
で
の
調
査
団
は
存
在
し
た
︒

（
8
）　

川
野
明
正
﹃
雲
南
の
歴
史

│
ア
ジ
ア
十
字
路
に
交
錯
す
る
多

民
族
世
界
﹄
二
二
三
頁
︑
白
帝
社
︑
二
〇
一
三
︒

（
9
）　

石
島
紀
之
﹃
雲
南
と
近
代
中
国

│
周
辺
の
視
点
か
ら
﹄
一
八

頁
︑
青
木
書
店
︑
二
〇
〇
四
︒

（
10
）　

同
右
︒

（
11
）　

川
野
二
〇
一
三
︑
二
二
四
頁
︒

（
12
）　

石
島
二
〇
〇
四
︑
一
八
頁
︒

（
13
）　

石
島
二
〇
〇
四
︑
一
九
頁
︒

（
14
）　

川
野
二
〇
一
三
︑
二
三
一︲

二
三
二
頁
︒

（
15
）　

久
保
二
〇
一
九
︑
四
〇
頁
︒

（
16
）　

久
保
二
〇
一
九
︑
三
九
頁
︒

（
17
）　

久
保
二
〇
一
九
︑
三
九
頁
︒

（
18
）　

千
葉
二
〇
〇
六
︒

（
19
）　
﹃
海
防
檔
・
丁　

電
線
﹄
中
︑
七
七
〇
︑
一
一
九
六
頁
（
中
央

研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
﹃
中
国
近
代
史
資
料
彙
編
﹄
中
央
研
究
院

近
代
史
研
究
所
︑
一
九
五
七
）︒

（
20
）　
﹃
海
防
檔
・
丁　

電
線
﹄
中
︑
七
六
九
︑
一
一
九
六
頁
︒

（
21
）　
﹁
光
緒
十
一
年
十
一
月
二
十
日
湖
広
総
督
裕
禄
片
﹂﹃
洋
務
運

動
﹄
第
六
冊
︑
三
七
三︲

三
七
四
頁
（
中
国
史
学
会
主
編
﹃
中
国
近

代
史
叢
刊
﹄
上
海
人
民
出
版
社
︑
一
九
六
三
）︒

（
22
）　

同
右
︒

（
23
）　
﹃
海
防
檔
・
丁　

電
線
﹄
中
︑
七
七
〇
︑
一
一
九
六
頁
︒

（
24
）　
﹃
海
防
檔
・
丁　

電
線
﹄
中
︑
七
七
〇
︑
一
一
九
六
頁
︒

（
25
）　
﹁
光
緒
十
一
年
九
月
初
三
日
直
隷
総
督
李
鴻
章
片
﹂﹃
洋
務
運

動
﹄
第
六
冊
︑
三
七
〇︲

三
七
一
頁
︒

（
26
）　

於
天
津
設
立
電
報
総
局
︑
並
於
紫
竹
林
・
大
沽
口
・
濟
寧
・
清
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江
・
鎮
江
・
蘇
州
・
上
海
七
処
各
設
分
局
︑
自
七
年
三
月
開
辦
起
︑

至
是
年
十
月
工
竣
止
︑
設
電
線
経
費
共
用
湘
平
銀
十
七
万
八
千
七
百

両
有
奇
︒
此
項
応
照
原
奏
招
集
商
股
認
繳
︑
當
飭
道
員
盛
宣
懐
等
督

同
衆
商
籌
議
︒
︙
︙
電
報
原
為
軍
務
・
洋
務
緩
急
備
用
︑
自
北
至

南
︑
所
経
之
地
︑
絶
少
商
売
碼
頭
︑
其
絲
茶
薈
萃
之
区
︑
尚
無
支
線

可
通
︒
線
短
報
稀
︑
取
資
有
限
︑
非
官
為
津
貼
不
可
︒
遵
即
試
招
商

股
︑
自
八
年
三
月
一
日
起
改
帰
官
督
商
辧
︒
除
商
於
八
年
三
月
六
日

按
期
繳
還
官
本
銀
六
万
両
外
︑
五
年
後
分
年
続
繳
銀
二
万
両
︑
按
年

繳
五
千
両
︑
免
計
息
︒﹁
光
緒
八
年
八
月
十
六
日
署
北
洋
通
商
大
臣

李
鴻
章
摺
﹂﹃
洋
務
運
動
﹄
第
六
冊
︑
三
三
六︲

三
三
八
頁
︒

（
27
）　
﹃
海
防
檔
・
丁　

電
線
﹄
中
︑
七
八
七
︑
一
二
二
二
頁
︒

（
28
）　
﹃
海
防
檔
・
丁　

電
線
﹄
中
︑
八
三
六
︑
一
三
〇
一
頁
︒

（
29
）　
﹃
海
防
檔
・
丁　

電
線
﹄
中
︑
七
八
七
︑
一
二
二
一
頁
︒

（
30
）　
﹃
海
防
檔
・
丁　

電
線
﹄
中
︑
八
六
一
︑
一
三
四
一
頁
︒

（
31
）　
﹁
貴
州
畢
節
電
局
査
辦
事
竣
摺
・
光
緒
十
三
年
五
月
二
十
八

日
﹂﹃
岑
襄
勤
公
奏
稿
﹄
巻
二
八
︑
葉
二
五
上
︒

（
32
）　

千
葉
二
〇
〇
六
︒
夏
維
奇
﹃
晩
清
電
報
建
設
与
社
会
変
遷

│

以
有
線
電
報
為
考
察
中
心
﹄
北
京
︑
人
文
出
版
社
︑
二
〇
一
二
︒
薛

軼
群
﹃
近
代
中
国
の
電
信
建
設
と
対
外
交
渉 

国
際
通
信
を
め
ぐ
る

多
国
間
協
調
・
対
立
関
係
の
変
容
﹄
勁
草
書
房
︑
二
〇
一
六
︒

（
33
）　

清
末
民
初
の
財
政
に
つ
い
て
は
︑
近
年
の
代
表
的
成
果
で
あ
る

佐
藤
淳
平
﹃
近
代
中
国
財
政
史　
﹁
外
省
﹂
か
ら
﹁
地
方
﹂
へ
﹄
東

京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
二
〇
参
照
︒

（
34
）　
﹁
広
西
梧
州
至
龍
州
展
設
電
線
動
用
経
費
開
單
報
銷
摺
﹂﹃
張
之

洞
全
集
﹄
第
一
冊
︑
巻
十
二
︑
三
三
三︲

三
三
四
頁
（
河
北
人
民
出

版
社
︑
一
九
九
八
）︒﹁
光
緒
十
二
年
七
月
十
二
日
直
隷
総
督
李
鴻
章

等
奏
﹂﹃
洋
務
運
動
﹄
第
六
冊
︑
三
七
七
頁
︒

（
35
）　
﹃
海
防
檔
・
丁　

電
線
﹄
中
︑
八
〇
三
︑
一
二
四
一
頁
︒

（
36
）　

一
八
九
五
年
に
緬
甸
線
（
イ
ギ
リ
ス
保
有
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
電

線
）
と
接
続
し
た
︒
全
長
二
四
〇
里
︑
建
設
費
二
二
二
三
七
両
︒
そ

の
う
ち
九
〇
〇
〇
両
は
出
使
経
費
か
ら
支
払
い
︑
残
り
は
雲
南
か
ら

捻
出
し
た
（
夏
二
〇
一
二
︑
一
四
二︲

一
四
三
頁
）︒

（
37
）　

千
葉
二
〇
〇
六
︑
八
六
頁
︒
夏
二
〇
一
二
︑
一
四
一︲

一
四
二

頁
︒

（
38
）　

東
亜
同
文
館
﹃
支
那
省
別
全
誌
﹄
第
三
巻
・
雲
南
省
︑
二
〇

頁
︑
東
亜
同
文
書
院
︑
一
九
一
七
︒

（
39
）　
﹁
光
緒
八
年
八
月
十
六
日
署
北
洋
通
商
大
臣
李
鴻
章
摺
﹂﹃
洋
務

運
動
﹄
第
六
冊
︑
三
三
六︲

三
三
八
頁
︒　

（
40
）　

夏
二
〇
一
二
︑
二
一
七
頁
︒

（
41
）　

同
右
︒

（
42
）　
﹁
光
緒
十
三
年
七
月
初
十
日
直
隷
総
督
李
鴻
章
奏
﹂﹃
洋
務
運

動
﹄
第
六
冊
︑
三
八
七︲

三
九
〇
頁
︒

（
43
）　
﹁
光
緒
十
三
年
七
月
初
十
日
直
隷
総
督
李
鴻
章
奏
﹂﹃
洋
務
運

動
﹄
第
六
冊
︑
三
八
七︲

三
九
〇
頁
︒

（
44
）　
﹁
光
緒
十
三
年
七
月
初
十
日
直
隷
総
督
李
鴻
章
奏
﹂﹃
洋
務
運

動
﹄
第
六
冊
︑
三
八
七︲

三
九
〇
頁
︒

（
45
）　
﹁
光
緒
十
三
年
七
月
初
十
日
直
隷
総
督
李
鴻
章
奏
﹂﹃
洋
務
運

動
﹄
第
六
冊
︑
三
八
七︲

三
九
〇
頁
︒
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（
46
）　
﹁
光
緒
十
三
年
七
月
初
十
日
直
隷
総
督
李
鴻
章
奏
﹂﹃
洋
務
運

動
﹄
第
六
冊
︑
三
八
七︲

三
九
〇
頁
︒

（
47
）　
﹁
光
緒
十
三
年
七
月
初
十
日
直
隷
総
督
李
鴻
章
奏
﹂﹃
洋
務
運

動
﹄
第
六
冊
︑
三
八
七︲

三
九
〇
頁
︒

（
48
）　
﹁
光
緒
十
三
年
七
月
初
十
日
直
隷
総
督
李
鴻
章
奏
﹂﹃
洋
務
運

動
﹄
第
六
冊
︑
三
八
七︲

三
九
〇
頁
︒

（
49
）　
﹁
光
緒
十
三
年
七
月
初
十
日
直
隷
総
督
李
鴻
章
奏
﹂﹃
洋
務
運

動
﹄
第
六
冊
︑
三
八
七︲
三
九
〇
頁
︒

（
50
）　
﹃
海
防
檔
・
丁　

電
線
﹄
下
︑
一
五
七
二
号
︑
二
一
〇
三
頁

（
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
編
﹃
中
国
近
代
史
資
料
彙
編
﹄
中
央

研
究
院
近
代
史
研
究
所
︑
一
九
五
七
）︒

（
51
）　

夏
二
〇
一
二
︑
一
六
九
頁
︒

（
52
）　
﹁
光
緒
十
四
年
十
一
月
十
二
日
直
隷
総
督
李
鴻
章
奏
﹂﹃
洋
務
運

動
﹄
第
六
冊
︑
四
〇
六︲

四
一
〇
頁
︒

（
53
）　

中
法
電
線
訂
明
在
三
処
相
接
︒
一
︑
法
国
在
北
圻
之
同
登
地
方

電
局
︑
与
中
国
広
西
省
之
鎮
南
関
電
局
互
相
接
線
︒
二
︑
法
国
在
北

圻
之
芒
街
即
蒙
開
地
方
電
局
︑
与
中
国
広
東
省
之
東
興
電
局
互
相
接

線
︒
三
︑
法
国
在
北
圻
之
保
勝
即
老
開
地
方
電
局
︑
与
中
国
雲
南
省

之
蒙
自
電
局
互
相
接
線
︒﹁
光
緒
十
一
年
九
月
初
三
日
直
隷
総
督
李

鴻
章
片
﹂﹃
洋
務
運
動
﹄
第
六
冊
︑
四
〇
八
頁
︒

（
54
）　

鳥
居
龍
蔵
﹃
鳥
居
龍
蔵
全
集
﹄
第
一
〇
巻
︑
三
二
二
頁
︑
朝
日

新
聞
社
︑
一
九
七
六
年
︒

（
55
）　

武
内
二
〇
〇
三
︑
二
二
頁
︒

（
56
）　

一
九
一
七
年
度
は
収
入
合
計
十
四
万
四
千
四
百
七
・
八
二
元
に

対
し
支
出
合
計
十
三
万
三
千
六
百
九
十
八
・
十
九
元
︒
一
方
︑
一
九

二
〇
年
度
は
収
入
合
計
六
十
五
万
六
千
二
百
三
十
二
・
八
〇
元
に
対

し
︑
支
出
合
計
五
十
五
万
九
千
四
百
十
七
・
〇
七
元
だ
っ
た
︒（
雲

南
省
志
編
纂
委
員
会
辦
公
室
﹃
続
雲
南
通
志
長
編
﹄
下
冊
︑
一
〇
七

〇
頁
︑
雲
南
省
志
編
纂
委
員
会
辦
公
室
︑
一
九
八
五
）︒

　
（
本
研
究
は
公
益
財
団
法
人
電
気
通
信
普
及
財
団
二
〇
二
〇
年
度
研

究
調
査
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
︒）

（
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）




